
ローカル・ルール追加事項 
 

平成 29 年 1 月 1 日より、次の規則が修正されました。つきましては、当クラブもロ

ーカル・ルールを追加して対応をしますので、ご周知方宜しくお願いします。 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

規 則 1 8 - 2 ,  1 8 - 3 ,  2 0 - 1 は 以 下 の 通 り に 修 正 さ れ る 。  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

記 

 

プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーが

プレーヤーやパートナー、相手、またはそのいずれかのキャディーや携帯品によっ

て偶然に動かされても罰はない。  

その球やボールマーカーは規則 18-2, 18-3, そして規則 20-1に規定されている通

りにリプレースされなければならない。  

このローカル･ルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン

上にあり、いかなる動きも偶然である場合にだけ適用する。  

 

注：パッティンググリーン上のプレーヤーの球が風、水あるいは重力などの他の自

然現象の結果として動かされたものと判断された場合、その球はその新しい位置

からあるがままの状態でプレーされなければならない。そのような状況で動かされ

たボールマーカーはリプレースされることになる。 
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